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長野県告示第151号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可しましたので、

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、次のとおり告示します。

　　令和８年４月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施行者の名称

　　飯山市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　飯山都市計画下水道事業　飯山市公共下水道（飯山処理区）

３　事業施行期間

　　平成４年２月10日から

　　令和15年３月31日まで

４　事業地

　(1) 収容の部分

　　　変更なし

　(2) 使用の部分

　　�　平成４年長野県告示86号、平成９年長野県告示667号、平成18年長野県告示424号、平成21年長野県告示214号、平成30年長野県

告示551号の事業地のうち、大字飯山大道東沖、大道東、大道西、下河原、黄金石、黄金石上、有尾、有尾割林、市ノ口割林、市

之口、北町、田町、町之浦、雨池北、水上、鐘鋳場、深澤、西田、寺ノ前、屋敷添、元宮、回向、鷹飼、赤膃、的場、中長峯、上

長峯、舛之浦、立石、堤下、楯之東、ヌカリロ及び福寿町並びに大字静間土手根、並柳、金山、松尾、北畑、町尻、郷谷、中町、

雲井、市ノ瀬、土當分、久根下、田中、大久保、法花寺、宮下、荒屋、四本木、上五位野及び下五位野並びに大字蓮田中及び南原

の一部を削る。

水道・生活排水課
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長野県長野建設事務所告示第６号

　次のように沿道区域を指定したので、道路法（昭和27年法律第180号）第44条第２項の規定により、告示します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年４月21日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県長野建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年４月２日

	 長野県長野建設事務所長　江　守　　　護

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　長野真田線

３　沿 道 区 域

区　　　間
長野市小島田町1080番の２地先から
長野市松代町東寺尾1178番の１地先まで

沿道区域の最大幅員
（ｍ）

5.0

延　　　長
（km）

2.1600

道路法第44条第３項の
規定による措置の対象

電柱及び看板

長野県告示第152号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可しましたので、

同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により、次のとおり告示します。

　　令和８年４月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　施行者の名称

　　飯山市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　飯山都市計画下水道事業　飯山市公共下水道（木島処理区）

３　事業施行期間

　　平成７年２月21 から

　　令和15年３月31日まで

４　事業地

　(1) 収容の部分

　　　変更なし

　(2) 使用の部分

　　�　平成７年長野県告示163号、平成10年長野県告示651号、平成25年長野県告示429号、平成30年長野県告示551号の事業地のうち、

大字飯山向河原及び野坂田河原並びに大字野坂田窪割、土手附、浦田、家前及び前田並びに大字木島新川原、割前、道下、土井内、

中田、東側、替田、土戸井、塚田、葭原、柳田、宮原、沼田、大沼及び狐穴の一部を削る。

水道・生活排水課

長野県告示第153号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しました。

　　令和８年４月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

Pay－easy 手数料収納代行業務委託

名称 事業所の所在地 指定年月日

株式会社エフレジ
大阪府大阪市北区大深町４番20号　グランフロン

ト大阪タワーＡ
令和８年４月１日

建設政策課
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道路管理課

長野県長野建設事務所告示第７号

　次のように沿道区域を指定したので、道路法（昭和27年法律第180号）第44条第２項の規定により、告示します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年４月21日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県長野建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年４月２日

	 長野県長野建設事務所長　江　守　　　護

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　三才大豆島中御所線

３　沿 道 区 域

区　　　間
長野市真島町真島1346番の１地先から
長野市青木島町大塚300番の１地先まで

沿道区域の最大幅員
（ｍ）

5.0

延　　　長
（km）

0.8500

道路法第44条第３項の
規定による措置の対象

電柱及び看板

道路管理課

長野県長野建設事務所告示第８号

　令和８年４月３日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法（昭和27年法律第180号）第44条の２第２項

の規定により、告示します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年４月21日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県長野建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年４月２日

	 長野県長野建設事務所長　江　守　　　護

１　届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在

　　長野市小島田町1080番の２地先から

　　長野市松代町東寺尾1178番の１地先まで

２　届出対象区域に接続する道路の路線名

　　県道長野真田線

３　工作物

　　電柱及び看板

道路管理課

長野県長野建設事務所告示第９号

　令和８年４月３日付けで、次のように届出対象区域を指定するので、道路法（昭和27年法律第180号）第44条の２第２項

の規定により、告示します。

　その関係図面は、告示の日から令和８年４月21日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県長野建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和８年４月２日

	 長野県長野建設事務所長　江　守　　　護
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道路管理課

１　届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在

　　長野市真島町真島1346番の１地先から

　　長野市青木島町大塚300番の１地先まで

２　届出対象区域に接続する道路の路線名

　　県道三才大豆島中御所線

３　工作物

　　電柱及び看板

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和８年４月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　許可番号

　　令和６年12月24日　長野県指令６都第34－1号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　�　伊那市東春近6800－１の内、6800－２の内、6801－１の内、6801－２の内、6802－１の内、6802－２の内、6803－２の内、6809－

１、6809－２、6810－１の内、6813－２の内、6814－１、6814－２、6815－１、6815－２、6816－１、6816－２、6816－３、6819－

１の内、6819－２、6820－１、6820－２、6821－１、6821－２、6825－３の内、6825－４の内、7465－１の内、7465－２の内、7466

－１の内、7466－２の内、7466－３の内、9983－１、9983－１先、9983－イの内、10480－１の内（第１工区、第３工区）

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　伊那市下新田3050

　　　伊那市長　白　鳥　　　孝

都市・まちづくり課

公告

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の５第１項及び第167条の 11第２項の規定により、令和８年度において

特定調達契約（地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号。以下「特例政令」

という。）第４条の特定調達契約をいい、建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の委託並び

に森林整備業務の請負及び委託を除く。）の締結が見込まれるため、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格（以下「競争入札参加資格」という。）等を次のように定めました。

　なお、長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設

計及び工事監理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に

必要な資格（平成30年長野県告示第588号）に基づく申請を既に行った者で、令和10年３月31日までの競争入札参加資格を

有すると認められる予定の者は、この公告に基づく申請の必要はありません。

　　令和８年４月２日

	 長野県知事　阿　部　守　一

第１　特定調達契約の締結により調達をすることが見込まれる物品等及び特定役務の種類

　　�　令和８年度において、特定調達契約の締結により調達をすることが見込まれる物品等（特例政令第２条第３号に規定する物品等

をいう。）及び特定役務（特例政令第２条第４号のイに規定する特定役務をいう。）の種類は、次のとおりです。

　１　物品等

　　　事務機器、車両、工事用材料、電気等

　２　特定役務

　　　建築物の清掃サービス、電子計算機サービス及び関連のサービス、汚水及び廃棄物の処理、衛生その他の環境保護のサービス等

第２　競争入札参加資格


